
 

令和５年度 

企業のための人権啓発研修会  

対象：中小企業・小規模事業者の経営者・従業員、商工業関係団体役職員等 

 

テーマ「ハラスメント対策」 
職場におけるハラスメントは、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる行為で

あり、企業にとっても職場秩序の乱れや業務への支障が生じるほか、貴重な人材の損失につながり、

社会的評価にも悪影響を与えかねない問題です。令和４年４月からは、職場におけるパワーハラスメ

ント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが、中小企業においても義務となっていま 

す。中小企業が、改めてハラスメント防止措置について見直す機会は必要であるため、「ハラスメント

対策」をメインテーマとして「人権啓発研修会」を開催いたします。  

  

お 申 し 込 み は こ ち ら 

https://www.ki21.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/R5_jinkenmousikomi.xls

